
5月15日 (月) 4・5月分 8,600 0 0

7月18日 (火) ７月分 4,300 230 590

8月15日 (火) ８月分 0 230 590

9月15日 (金) ９月分 4,300 230 590

10月16日 (月) １０月分 4,300 230 590

11月15日 (水) １１月分 4,300 230 590

12月15日 (金) １２月分 4,300 230 590

1月15日 (月) １月分 4,300 230 590

2月15日 (木) 2・3月分 8,600 460 1,180

○銀行システム等の都合上、４月と３月の口座引落はありません。
○PTA会費につきましては、本校に在籍の生徒さんが２名以上おられる場
合は、長子の方より徴収させていただきます。
○学年ごとの給食実施回数の増減による差額分は、２・３月分の給食費で
調整させていただきます。
〇口座や名義の変更が生じる場合は、引落不能防止のため必ず変更前に
学校までご連絡ください。
〇あくまで年度当初の予定のため、状況により金額変更が生じる可能性が
あります。毎月学年から配布される集金のお知らせをご確認ください。

令和５年４月２0日

　橿原市立畝傍中学校

       校 長　吉田　孝直

　陽春の候、保護者の皆様にはますますご健勝のことと存じます。

保護者の皆様へ

令和5年度　口座引落予定日のお知らせについて

 口座引落予定日 給食費 PTA会費 諸費 教材費

　保護者の皆様には学校で必要な諸費用の口座振替について、ご協力をい

ただきありがとうございます。

　今年度の口座引落予定日のお知らせをします。月１回の口座からの引落
でお支払いをしていただき、現金でのお支払いが無いようにご協力よろしく
お願いします。
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旅行積立


